
 

浦添市産業振興緊急補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、市民を雇用する小規模事業者が行う新規職員研修事業又は施設 

賃借事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、雇用機会の 

拡大を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ 

による。 

 (1) 小規模事業者 市内に事業所を有する者（風俗営業等の規制及び業務の適正化  

等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号)第２条第１項各号に掲げる風俗営業を営  

む者を除く。）で、おおむね常時使用する従業員（新規職員を除く。）の総数が  

20 人（商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、  

５人）以下のものをいう。この場合において、複数の事業所を有している者につ  

いては、「従業員の総数」とは市内すべての当該事業所において勤務する従業員  

の総数をいう。 

 (2) 新規職員 本市に住所を有し、前号の事業所に期限の定めのない常時雇用契約  

により採用された者で雇用の日から起算し、１年以内のものをいう。  

 (3) 新設  市内に事業所を有しない者が新たに事業所を設置し、又は市内に現に事    

業所を有する者が新たに事業所を設置することをいう。 

 (4) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。 

 (5) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。 

 （補助事業の区分、対象及び金額等） 

第３条 市長が行う補助事業の区分、対象及び金額等は、次のとおりとする。 

 

 区 分 

 

対   象 

 

金      額     等 

 

新規職員

研修事業 

 

小規模事業者が

実施した新規職

員研修 

 

１ 県外研修一人につき１回限り 50,000円以内 

２ 県内研修一人につき１回限り 10,000円以内 

- 1 -



 

 

施設賃借

事業 

 

小規模事業者が

新規職員を雇用

している期間に

おいて、市内に

新設した事業所

の賃借 

 

１ 補助の期間は、賃貸借契約締結の日の属する月

 から起算して12月までとする。 

２ 補助の金額は、その月の賃借料（敷金、権利金

 その他これに類する経費を除く。）の２分の１以

 内の金額で、60,000円を超えないものとする。 

３ 賃借料の計算期間は、月の初日から末日までと

 し、その月において、新規職員を雇用している期

 間が１月に満たないときは、日割で計算するもの

 とする。 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付の申請（以下「交付申請」という。）をしようとする者は、新 

規職員研修事業に係る浦添市産業振興緊急補助金交付申請書（様式第１号）又は施 

設賃借事業に係る浦添市産業振興緊急補助金交付申請書（様式第２号）（以下これ 

らを「交付申請書」という。）に次の表の区分に応じた書類を添えて、市長に申請 

するものとする。この場合において、申請に係る補助事業が次年度にわたるときの 

当該次年度にわたる部分に係る交付申請については、次年度の交付申請があったも 

のとみなす。 

 

区   分 

 

添   付   書   類 

 

新規職員研修

事業  

 

(1) 法人登記簿謄本の写し 

(2) 研修内容を記載した書類  

(3) 研修受講者の名簿 

(4) 新規職員の名簿 

(5) 新規職員の住民票抄本 

(6) 新規職員の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 

(7) その他市長が特に必要と認める書類 
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施設賃借事業 

 

(1) 賃貸借契約書の写し  

(2) 法人登記簿謄本の写し  

(3) 新規職員の名簿 

(4) 新規職員の住民票抄本 

(5) 新規職員の雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し 

(6) その他市長が特に必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第５条 市長は、交付申請に係る補助金を交付するときは、その旨を決定し、交付申 

請をした者に対し、浦添市産業振興緊急補助金交付決定通知書（様式第３号）によ 

り通知しなければならない。 

 （補助事業の変更申請） 

第６条 前条の規定による交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する 

こととなったときは、当該事実が生じた日から 30 日以内に、浦添市産業振興緊急補 

助金（変更・廃止）承認申請書（様式第４号）により市長に申請するものとする。 

 (1) 交付申請書に記載した事項に変更があったとき。 

 (2) 補助事業を休止し、又は廃止したとき。 

 （補助事業の変更承認） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を承認するときは、その旨を決定し、補助事 

業の変更承認の申請をした者に対し、浦添市産業振興緊急補助金（変更・廃止）交 

付決定通知書（様式第５号）により通知しなければならない。 

 （実績報告） 

第８条 補助事業者は、新規職員研修事業に係る浦添市産業振興緊急補助金実績報告 

書(様式第６号)又は施設賃借事業に係る浦添市産業振興緊急補助金実績報告

書（様 式第７号）（以下これらを「実績報告書」という。）に次の表の区

分に応じた書類 を添えて、市長に提出するものとする。 
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区     分 

 

添   付   書   類 

 

新規職員研修事業  

 

(1) 研修内容を記載した書類 

(2) 研修に要した費用の領収書  

(3) 研修受講者の名簿 

(4) 新規職員の名簿 

(5) 新規職員の住民票抄本 

(6) 新規職員の出勤簿及び賃金の支払を証明する書類 

(7) その他市長が特に必要と認める書類 

 

施設賃借事業 

 

(1) 賃借料の支払を証明する書類  

(2) 新規職員の住民票抄本 

(3) 新規職員の出勤簿及び賃金の支払を証明する書類  

(4) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して 30 日以内

又 はその翌年度の４月 10 日までのいずれか早い日とする。 

 （補助金の額の確定） 

第９条 市長は、実績報告書による審査の上、速やかに補助金の額の確定を行い、補 

助事業者に対し、浦添市産業振興緊急補助金確定通知書（様式第８号）により通知 

しなければならない。 

 （補助金の交付請求） 

第 10 条 補助金の額の確定を受けた補助事業者は、確定通知書を受け取った日から

10 日以内に、浦添市産業振興緊急補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出す

る ものとする。 

 （補助金の支払） 

第 11 条 市長は、前条の規定による請求書の金額を確認し、当該補助金を支払うも

の とする。 

 （決定の取消し及び返還） 

第 12 条 市長は、補助事業者がその補助事業に関して補助金の交付の決定の内容に

違 反したときは、補助金の額の確定があった後においても補助金の交付の決定の全
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部 又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき 

は、遅滞なく浦添市産業振興緊急補助金取消通知書（様式第 10 号）により、補助事 

業者に対して、通知しなければならない。 

３ 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、浦添市産業振興緊急 

補助金返還通知書（様式第 11 号）により、期限を定めて、その返還を命じなければ 

ならない。 

 （証拠書類の保存） 

第 13 条 補助事業者は、補助事業に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属す

る 会計年度の終了後５年間保存しておくものとする。 

 （その他） 

第 14 条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が

別 に定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、平成 14 年７月 日から施行し、平成 14 年４月１日から適用する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、平成 17 年３月 31 日限り、その効力を失う。 

       

 


